
確定申告が必要な方
●給与所得がある方
　・年間収入金額が 2,000万円以上の方
　・1か所から給与を受けていて、給与所得や退

職所得以外の合計が 20万円以上の方
　・2か所以上から給与を受けていて、給与所得

や退職所得以外の合計が 20万円以上の方
■公的年金などに係る雑所得のみの方
　・公的年金収入が 400万円以上の方
　・公的年金収入のほかに 20万円以上の所得が

ある方
◆その他
　・不動産収入や事業を営んでいる方
　・年末調整の内容に変更（医療費控除や寄附金

控除などの追加）がある方

受付期間　2月16日（金）〜3月15日（金）
　※土・日・祝日は除く。
　※青色申告の方は、直接税務署へ提出をお願いします。

住民税申告が必要な方
　・給与・公的年金収入のほかに所得がある方で、

確定申告をする必要がない方
　・扶養親族、医療費、生命保険料などの各種

控除を追加する方
　※確定申告や年末調整した方は申告不要です。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です
　確定申告書には、申告をするご本人の本人確
認書類の提示または写しの添付が必要です。

（本人確認書類の例）
　① マイナンバーカード
　② マイナンバーが記載された住民票と運転免許証

などの本人確認書類

◎申告に必要な書類など

詳しくはこちら⇒

所得税の確定申告と町・道民税（住民税）申告

問□　町民課 税務係　☎83−1404

　所得税の確定申告と町･道民税（住民税）申告を次の日程で受け付けます。
　また、混雑状況によっては長時間お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。

各種控除など 主な必要書類

収 入 確 認 の 書 類 ･収入がわかるもの
･給与、年金の方は源泉徴収票

社 会 保 険 料 控 除 ･社会保険料（国民健康保険料）控除証明書

生 命 保 険 料 控 除 ･生命保険料控除証明書

地 震 保 険 料 控 除 ･地震保険料控除証明書

障 害 者 控 除 ･身体障害者手帳
･障害者控除対象者認定書

医 療 費 控 除 ･令和5年1月1日～ 12月31日において医療費支払総額10万円以上（総所得金額
200万円未満の方は総所得金額の5％）の場合、その支払明細書（領収書など）

住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除

･（土地・家屋）登記事項証明書、売買契約書、工事請負契約書の写し
･住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
･増改築の場合、建築確認済証･検査済書の写し、増改築等工事証明書のいずれか

寄 附 金 控 除 ･ふるさと納税（ワンストップ特例申請をしていない方に限る）など寄附した市
町村からの寄附金受領証明書

還付金がある場合 ・申告する方名義の預貯金口座がわかるもの

（受付時間）　午前9時から午後5時まで
（受付場所）　町民課 税務係

　税務署では来庁せずに、自宅などからいつでも申告手続きが
できる「スマホ申告」を推進しており、マイナンバーカードと
スマホがあれば e-Tax による申告ができますので、ぜひ、ご
利用ください。

いつでもどこでもスマホ申告（マイナンバーカードが必要です）
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